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法人所得税の改正法草案に関する税務アラート
国会の税法改正プログラムによると、法人所得税（以下「CIT」）に関する
改正法草案は2025年5月の第9回国会会議で可決され、2026年1月1日から
施行される予定です。政府に提出するために、財政省はCIT改正法草案を公
表し、内容について意見を募集しています。本草案の中では以下のような注
目すべき変更案が示されました。
1. 規制範囲

• グローバル税源浸食防止規則（ピラー2‐第2の柱）に基づき、ベトナ
ムにおいて徴収されるトップアップ税をカバーするために、CIT法の
規制範囲を変更しています。

2. 課税所得
• 「非課税所得」項目として、国家予算からの直接支援、発行後の最
初のカーボンクレジットの譲渡、グリーンボンドの利息収入、発行
後の最初のグリーンボンドの譲渡収入を含めています。

• ベトナム企業の海外投資による所得に対する申告および納税に関す
る規定を改正し、海外投資による利益が現行のように実際にベトナ
ムに送金されるまで待つのではなく、所得が発生した課税対象期間
に申告および納税することを義務付けます。

3. 税優遇が異なる事業間の所得・損失の相殺
• 複数の事業活動を行う企業について、現行法では税優遇を受けてい
る事業活動の中で生じた所得を、それ以外の事業活動から生じた損
失と相殺することができます。しかし、CIT改正法草案では、税優遇
を受けている事業の中で生じた所得を、それ以外の事業から生じた
損失と相殺することができなくなります。

• 不動産譲渡益、投資プロジェクト譲渡益および投資プロジェクト参
加権譲渡益は、課税対象期間の営業損失と相殺することができます。
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4. サービス提供による収入の認識時期
• サービス提供による収入についての税務上の認識時期は、サービス
提供の完了時、またはサービス完了前に請求書が発行された場合は
請求書の発行時となります。

5. 損金算入費用と損金不算入費用
• 「非現金決済」の条件を改正し、損金算入要件とされている銀行送
金・クレジットカード支払証等の支払証憑の入手についての金額基
準2,000万ドンが削除されました。これにより、関連法規で規定され
た特定のケースを除き、非現金決済が求められることになります。

• 以下のように損金不算入費用項目を明記しました。
‒ 石油またはガスの探索、探鉱及び採掘契約の実施のために取得し
たローンの利息。
‒ 融資に対して年利20%を超えた信用機関または経済組織以外の貸
金業者から取得したローンの利息。
‒ 支出条件および支出内容が法律に適合しない費用。

• 全額が控除されていないインプットVATで還付対象とならないものに
ついては、法人税法上の損金算入が可能です。

6. 税率
• 小規模企業および零細企業に適用されるCIT税率について、年間売上
高が30億ドンまたは500億ドン以下の場合には、それぞれ15%また
は17%とすることが明記されました。

• 外国企業による「資本譲渡、資産譲渡」からの所得に適用されるCIT
税率を改正します。外国企業がベトナムに拠点を有するか否かに関
わらず、譲渡額に対して2％の法人税が課されます。

7. 優遇税制
• 税優遇の対象についての主な変更点は以下のとおりです。

‒ バイオテクノロジー開発、家畜、家禽、水産物の飼料生産、最低
資本金6兆ドンの製造業プロジェクト、ハイテク分野への投資を
伴わないハイテク区での投資プロジェクトなど、一部の特定事業
は税優遇の対象外になります。

‒ 自動車製造及び自動車組立を税優遇の対象に加えます。
‒ 税優遇地域及びその税優遇に関する規定を改正します。具体的に
は工業団地が税優遇地域から除外される一方で、新たに集中情
報技術地域がハイテク区および経済区に含まれ税優遇地域とし
て扱われます。また、社会的・経済的に良好な状況にある地域
における新規投資プロジェクトに対する優遇が減額されます。
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• 拡張投資プロジェクトに対するCIT優遇の規定をより簡素化します。
‒ 既存の投資プロジェクトのCIT優遇がまだ有効である場合：既存
の投資プロジェクトにおけるCIT優遇の残り期間、拡張投資プロ
ジェクトに対してもその税優遇が適用されます。そのため、拡張
投資プロジェクトから発生する増加所得を別途計上する必要がな
くなります。

‒ 既存の投資プロジェクトのCIT優遇が満了している場合：拡張投
資プロジェクトによる増加所得に対して、同分野および同優遇地
域での投資プロジェクトに適用される免税または減税期間と同
様に、登録した投資資本の拠出が完了した年度から免税または
減税されます。拡張投資プロジェクトによる増加所得と、既存
の投資プロジェクトによる所得を区別して計上できない場合、
企業の固定資産の総額に対する新規投資固定資産の比率で増加
所得を計算することになります。

• 企業が様々な税優遇の条件を満たす場合、企業は最も有益なCIT税優
遇を選択することができ、選択された税優遇が期間全体を通して適用
されます。

• 企業が、CITの優遇税率を享受する条件を満たすと同時に、分野の税
優遇条件または地域の税優遇条件（「他のCIT優遇条件」）を満たす
ケースがあります。企業が優遇税率以外の他のCIT優遇条件に基づく
税優遇を享受する場合、他のCIT優遇条件が終了後、企業は優遇税率
の条件に基づく残りの期間に優遇税率の適用に切り替えることができ
ます。

• 企業が、課税所得の発生後に、ハイテク応用プロジェクト証明書、
ハイテク企業証明書、ハイテク応用農業プロジェクト証明書、科学技
術企業証明書、補助工業製品生産奨励プロジェクト証明書（以下、
「証明書、奨励確認書」）に基づく税優遇を受ける場合、CITの免税
または減税期間は、証明書、奨励確認書が交付された年度から起算さ
れます。証明書、奨励確認書が交付された年度に課税所得が発生して
いない場合、CITの免税または減免期間は、課税所得が発生した最初
の年度から、または、最初の3年間に課税所得が発生していない場合
は証明書、奨励確認書が交付されて4年目から起算されます。

8. グローバル税源浸食防止規則に基づくトップアップ税の法律化
• 草案では、OECDのスタンダードモデルに基づきトップアップ税を規
制する章が設けられています。

CITの改正法草案について、ご相談などございましたら、KPMGまでお問い
合わせください。
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